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【趣旨】
「日本再興戦略」改訂2014（平成26年６月24日閣議決定）に、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、
本年６月に「過労死等防止対策推進法」が成立。長時間労働対策の強化は喫緊の課題。
⇒ 大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置（平成26年９月30日）

過重労働等撲滅チーム

➀ 長時間労働削減の徹底に向けた
重点監督の実施
ⅰ 相当の時間外労働時間が認められる
事業場等
ⅱ 過労死等に係る労災請求がなされた
事業場等を対象に、重点監督を実施。

➁ 相談体制の強化
➂ 労使団体への要請
➃ 過労死等の防止に向けた取組

働き方改革・休暇取得
促進チーム

➀ 本省幹部による企業経営陣への働き
かけ

➁ 地方自治体との協働による地域レベ
ルでの年次有給休暇の取得促進

➂ 切れ目のない年次有給休暇取得促進

省内長時間労働
削減推進チーム
若手職員からの意見聴取や

民間企業へヒアリング等を行い、
以下の方策を検討・実施

➀ 長時間労働に係る負担軽減方策につい
て

➁ 早期退庁・休暇取得促進方策について
➂ 早期退庁後や休暇の有効な活用事例に
ついて

働き方改革推進本部
（本部長 都道府県労働局長）

➀ 労働局長、労働基準部長による企業経営陣への働きかけ
（仕事の進め方の見直しによる時短など）

➁ 地方自治体、労使団体等との連携による働き方の見直し
に向けた地域全体における気運の醸成 （年次有給休暇の取
得促進など）

「地方創生」につなげる

◯ 仕事と生活の調和を図る
ことができる環境の整備

◯ 地域の特性を生かした、
魅力ある就業の機会の創出

〈協力要請・連携〉

・都道府県
・市町村
・事業主団体
・労働団体

等

各都道府県労働局に設置
（平成27年1月）

企業の自主的な働き方の見直しを推進
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